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第 22 回委員会（2003.6.20 開催）結果報告 2003.6.26 庶務発信 

開催日時：2003 年 6 月 20 日（金） 15：00～18：00 

場  所：大坂府立体育会館 第 2 競技場 

参加者数：委員 33 名、河川管理者 24 名、一般傍聴者 358 名 

１ 決定事項 

・田村委員の淀川部会への所属が承認された。 
 

２ 審議の概要 

①第 21 回委員会以降の状況報告 

   庶務より資料 1「委員会および各部会（提言とりまとめ以降）」、資料 1-2「テーマ別部会

の状況報告（開催状況、主な意見等）」をもとに、提言とりまとめ以降の委員会、部会等の

開催状況が説明された。 

②今後の進め方について 

   庶務より資料 2「今後の進め方について」を用いて、原案審議の進め方や地域別部会とテ

ーマ別部会の役割、意見書作成までの流れ等について説明が行われ、進め方が確認された。

③河川管理者からの説明と委員との質疑応答 

   河川管理者から資料 3-1「淀川水系河川整備計画策定に向けての説明資料（第 2 稿）」を

用いて、説明資料（第 1 稿）からの主な変更点（内容の追記、文章の明確化、章立ての変

更等）を中心に説明が行われ、委員との意見交換が行われた。主な意見は以下の通り。 

○ 全般、計画推進 

・「はじめに」を読む限り、「検討」「見直し」と記述されている施策は実施することを前提だ

と理解するのが自然。「検討」「見直し」は、”その施策の可否も含めて検討”が流域委員会

のコンセンサス。修正頂きたい。 

 →「検討」「見直し」は、実施の可否も含めた検討だと考えている。（河川管理者） 

・説明資料（第 2 稿）では実施可能な施策や施設計画に意識を置きすぎているが、それでは

「川らしい川」「湖らしい湖」回復のためのビジョンが生まれない。20～30 年先に向けた全

体のビジョンを。 

・「河川に係る文化活動、自然保護活動を助言し、河川管理行為を支援する」となっている河

川レンジャーの役割は提言ではより踏み込んだ内容だった。より詳細な検討を 

・各種協議会・委員会と流域委員会、近畿地方整備局の関係を整理し、役割分担等を明確に。

○ 環境 

・琵琶湖の湖岸堤が生物の移動経路を分断している問題に関して、湖岸堤全体をどのように

考えていくかについての検討がないままで、生物の移動経路が回復するのか疑問。 

・川の生き物にとっては、緩やかな傾斜が重要。河川の連続性の回復に「緩傾斜による連続

性」という言葉を入れて頂きたい。 

・河川環境の保全・再生は、実際の河川の生態系の状況を調査し、そのデータに基づいて保

全区域と再生区域を分けて、タイムスパンを設定し計画的に実施していくべき。 
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○ 治水、ダム、利用・関連施設等 

・治水・防災の項で、わかりやすい言葉を使って説明されている点、次の世代に洪水に対処

する知恵を伝えることが記述されている点が評価できる。 

・選択取水設備等の継続実施だけでなく効果の検討を／ダムの栄養塩の流れを把握するため

に洪水時の調査を 

・淀川河川公園を維持する一方で、グラウンド等を縮小していくことに住民は納得するのか。

○ その他 

・目次の順番にそった説明資料（第 2 稿）を作成して欲しい。 

   

④一般傍聴者からの意見聴取 

一般傍聴者 4 名から「川上ダムのすぐそばで、ダムの水面よりも低い位置に団地が建設さ

れ、ダムが人間の生存を脅かしかねない状況に不安を感じている。ダムの建設目的を治水・

利水・環境を含めて真剣な議論を」「自治体から国土交通省に出された意見は、口頭で伝えら

れた意見も含めて公開すべき」「多様な主体の自立的な参加の連携を引き出すような仕組みと

それが地域の活性化につながっていくことが重要。淀川流域エコミュージアム構想を提案す

る」「川上ダムの尾根向こうには最大湛水時水位より低い位置に団地がある。地質が悪ければ、

大滝ダムの二の舞いになりかねない。国土交通省はダムの安全性に対する評価が甘い」など

の発言があった。 

以上

※ このお知らせは委員の皆様に会議の結果を迅速にお知らせするため、庶務から発信させて頂くも

のです。審議の主な内容については「結果概要」、詳細については「議事録」を参照下さい。 


